
令和６年度社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 

正規職員採用試験受験案内 

【令和７年１月と令和７年４月採用】 

 

１．採用職種 社会福祉協議会正規職員 

 

２．募集内容  

募集職種 
募集 

人数 
主な業務内容 採用予定日 

①一般事務 ２人 

地域福祉・ボランティア推進事業の企画・運営 

権利擁護関係の相談・支援業務、法人運営に 

関する総務、経理等、本会の業務全般 

※キャリア形成のため、定期的に人事異動を行います。 

令和７年１月１日 

出勤日は、 

令和７年１月６日 

※勤務開始日は 

応相談 

又は 

令和７年４月１日 

②児童育成 

クラブ 
２人 

児童育成クラブ現場管理者候補 

放課後児童健全育成事業に係る管理業務 

３．応募資格 

（１）①一般事務の職員は、次の①～③の条件をすべて満たす方 

① 平成２年４月２日以降に生まれた方  

② 普通自動車免許を有する方（ＡＴ限定可）又は令和７年３月 31日までに 

免許取得見込の方 

③ ワード、エクセルやメール等、パソコン操作ができる方（ＯＡ機器管理の 

得意な方尚可） 

     ※社会福祉士資格があれば尚可 

※社会福祉士資格を有していない場合は、採用後に社会福祉士国家資格の 

 取得をめざしていただきます。（費用補助あり） 

※ 長期勤続によるキャリア形成を図るため、若年層の募集とします。 

 

 （２）②児童育成クラブの職員は、次の①②の条件をすべて満たす方 

① 昭和 40年４月２日以降に生まれた方（雇用対策法施行規則第１条の３第１

項例外事由１号）で保育士、教員免許（幼、小、中、高）、社会福祉士のいず

れかの資格を有する者 

② ワード、エクセルやメール等、パソコン操作ができる方 

     ※ 児童福祉、教育分野、児童育成クラブの勤務経験のある方 

     ※ 普通自動車免許を有する方（ＡＴ限定可）は尚可 



４．採用日程 

（１）受験申込期間 令和６年 11月５日（火）まで 

 

（２）第一次試験   令和６年 11月 16日（土） 

          午前 10時～午後 2時（予定） 

《内容》適性検査、小論文、面接 

※終了時間は、面接の順番により異なります。 

 

  （３）第二次試験  令和６年 11月 27日（水） 

第一次試験合格者のみ、当法人が指定する時間 

《内容》面接 

  （４）試験会場 

     浦安市総合福祉センター（浦安市東野一丁目７番１号） 

     ※試験会場は、変更になることがあります。 

 

５．受験手続 

（１）提出書類及び方法 

① 令和７年３月に４年制大学等を卒業見込の方 

リクナビエントリーのうえ、オープンエントリーシートを提出 

※リクナビエントリーで提出できない方は必要な書式をお送りしますの

でご連絡ください。 

② ①以外の方 

履歴書に希望職種を記入のうえ、職務経歴書（書式は自由）、資格証明書の

写し（資格該当者のみ）を郵送又は直接提出 

    （送付先）社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 総務課 

     〒279-0042浦安市東野一丁目７番１号 浦安市総合福祉センター内 

（２）提出期限 

     令和６年 11月５日（火） 

     ※持参の場合は令和６年 11月５日（火）午後５時までに提出してくださ 

      い。 

 

６．勤務場所 

 （１）①一般事務の職員は社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 

（法人事務局、老人福祉ｾﾝﾀｰ、富岡地域包括支援ｾﾝﾀｰ） 

 （２）②児童育成クラブの職員は東野小学校地区児童育成クラブ、又は富岡小学校 

地区児童育成クラブ  



７．勤務時間、給与、休暇 

 （１）勤務場所・時間 

   ①一般事務の職員 

    月曜日から金曜日 午前８時 30分～午後５時 

週休２日制、勤務場所によりロ-テ-ションによる土曜日･祝日勤務あり 

    ②児童育成クラブの職員 

月曜日から土曜日 

月曜日から金曜日の平常日課日は午前 10時 30分～午後７時（休憩 45分） 

学校休業日は、午前７時 30分～午後７時のうち、７時間 45分勤務（休憩 

45分） 

週休２日制、勤務場所によりロ-テ-ションシフトによる勤務 

休日は、日曜、祝日 

 

  （２）給与 

    ①一般事務の職員 

月収 227,000円程度(俸給＋地域手当 大学卒の初任給の例) 

    ②児童育成クラブの職員 

 月収 327,000円程度(俸給＋地域手当 大学卒・勤務経験 15年の場合)  

※年齢・経験年数により給与を決定します。 

・昇給年１回、賞与年２回（令和 5年度実績 4.5カ月）、この他に、 

通勤、住宅、扶養、時間外勤務手当等の諸手当を要件に応じて支給 

 

（３）休暇 

   年次有給休暇（年間 20日） 

   年末・年始（12月 29日～１月３日）、夏季休暇（８日） 

  結婚、忌引等の場合に与えられる特別休暇、育児・介護休業等あり 

  ※男性職員による育児休業実績あり 

 

８．問合せ先 

   社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 総務課 

    〒279-0042浦安市東野一丁目７番１号 浦安市総合福祉センター内 

電話 047-355-5271 FAX047-355-5277 


